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2 ── 会員募集中です。（一言あなたのお口添えを）──

　第 36 回法人会総連合全国大会 三重大会は 10
月 3 日（木）三重県津市産業・スポーツセンター
で開かれました。当法人会からは渡邊会長・小
泉副会長・中尾組織委員長・事務局笠井の 4 名
がこの大会に出席しました。
　私たち一行が会場に到着すると時を同じくし
て全法連の小林栄三会長と松崎也寸志専務理事
とお会いしエントランスで記念撮影。このスポー
ツセンターは通称「サオリーナ」と呼ばれ、そ
の命名の由来は津市出身のレスリング選手・吉
田沙保里さんが何度もオリンピックで金メダル
を獲った栄誉を称えて付けられたとのことです。
　全国大会は 14：00 から第 1 部の記念公演がス
タート。講師は伊勢神宮　広報室広報課長音羽
悟氏で「皇室と神宮」という演題で、厳かに話
が語られました。「太陽」を神格化した天照大御
神を祀る皇大神宮（内宮）と、衣食住の守り神

である豊受大御神を祀る豊受大神宮（外宮）の
二つの正宮があり、観光で内宮のみ参拝の人が
多いが、まず外宮を参拝してから内宮に参拝す
るのが正しいとのお話や神宮の歴史・文化そし
て第 62 回神宮式年遷宮についてなどの興味深い
話が展開されました。
　第 2 部の式典では来賓のご挨拶、表彰状贈呈
が行われ、「令和 2 年度税制改正の提言報告」「青
年部会による租税教育活動の報告」が行われ最
後に大会宣言を掲げ、全国法人会総連合の全国
大会は盛会裏に終了しました。
　なお、（公社）杉並法人会は、全国における会
員増強表彰として「最優秀賞」、福利厚生推進表
彰として「顕著な成果を上げた単位会」各々の
表彰を受けました。会員皆様のご尽力に心より
御礼申し上げます。

第36回　法人会全国大会（三重大会）

組 織 委 員 会 主 催

令和元年度 ビジネス交流・組織拡大推進大会
新規会員獲得  総目標数 1700 社
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組 織 委 員 会 主 催

令和元年度 ビジネス交流・組織拡大推進大会
新規会員獲得  総目標数 1700 社

合 計 1 , 700名が参加

全法連の小林会長と松崎専務理事とご一緒で



3── 会員増強にご協力下さい。──

＜令和２年度　税制改正スローガン＞

	 ●	 経済の再生と財政健全化を目指し、
　　	 	 	 歳出・歳入の一体的改革を！

	 ●	 適正な負担と給付の重点的・効率化で、
　　	 	 持続可能な社会保障制度の確立を！

	 ●	 中小企業は日本経済の礎。
	 		 	 	 活力向上のための税制措置拡充を！

	 ●	 中小企業にとって事業継承は重要な課題。
	 		 	 	 本格的な事業承継税制の創設を！

　われわれ法人会は、「税のオピニオンリーダー
たる経営者の団体」として、「税制改正に関する
提言」や租税教育、企業の税務コンプライアン
ス向上に資する取組など、税を中心とする活動
を積極的に展開しながら、広く社会へ貢献して
いくこととしている。

　現在、わが国経済は企業収益に陰りが見える
など、景気の減速懸念がにわかに強まっている。
大規模金融緩和の効果が期待できなくなった上、
米中の経済摩擦によるマイナスの影響が顕在化
してきたためである。一方、国際経済面では、
アメリカの保護主義的政策がわが国をも対象と
するなど予断を許さない状況となっている。

　国家的課題である財政健全化は困難を極めて
おり、わが国の長期債務残高は先進国の中で突
出して悪化している。また、わが国は先進国で
最速のスピードで少子高齢化が進み、かつ人口
減少という深刻な構造問題も抱えている。社会
保障の恒久的安定財源である消費税は、今般、

税率が 10％に引き上げられたが、今後の社会保
障給付費の増大と財政健全化の困難さを考えれ
ば、「受益」と「負担」の均衡に向けた議論を早
急に開始することが重要である。
　中小企業は、地域経済と雇用の担い手である。
グローバル経済や厳しい環境変化に対応し、そ
の存在感を維持するとともに、わが国経済の礎
として、中小企業の力強い成長を促す税制の確
立が不可欠である。

　われわれ法人会は、「中小企業の活性化に資す
る税制」、「事業承継税制のさらなる拡充」等を
中心とする「税制改正に関する提言」の実現を
強く求めるものである。

　創設以来、納税意識の向上に努めてきた法人
会は、令和という新しい時代を迎え、ここ三重
の地で全国の会員企業の総意として、以上宣言
する。

令和元年 10月 3日
全国法人会総連合　全国大会
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6 ── 会員募集中です。（一言あなたのお口添えを）──

受章者のみなさま、おめでとうございます

11月11日（月）に令和元年度杉並税務署納税表彰式が大宮八幡宮清涼殿において執り行われまし
た。杉並法人会会員の受章者のみなさまをご紹介いたします。（敬称略）

■杉並税務署長表彰状受章者　	

	 		 	 氏　橋　治　信　常任理事
	 		 	
	 		 	 坂　元　恒　治　常任理事

■杉並税務署長感謝状受章者　	

	 		 	 原　田　史　子　常任理事 

	 		 	 小　林　滋　之　理　事

	 		 	 勝　俣　良　美　理　事
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9── 会員増強にご協力下さい。──

うなるのか、調べ考えてみました。税金がなけ
れば学校の授業料も自分で全額払わなきゃいけ
ません。中学生では年間に百万円もかかるそう
です。そうなると学校に行きたくても行けない
人が出てきてしまいます。また公園や図書館の
公共施設もなくなってしまいます。他にも、警
察官や消防士を呼ぶのにお金がかかったり、道
路工事がされず、ゴミもかたづけられないそう
です。私達が今当たり前に暮らしているこの生
活ができなくなってしまうのです。しかし、現
在の日本では、少子高齢が進み働き手が減って
きているのが現状です。所得税は減るけれど、
社会保障の費用は増えています。国の収入が減
るとどこかでそれを補わなければなりません。
10 月から消費税が 10 パーセントになる理由の１
つだと思います。国民全体で広く負担する消費
税が高齢化社会における社会保障の財源にふさ
わしいと考えられます。
　最後に私達は税に関心を持ち、どのように使
われているのか知らなければなりません。つい
今のことばかり考えてしまいがちですが先の自
分、先の日本、そして次世代の人たちのことま
で考えることが大切だと思います。改めて税の
意義や役割について考えて、国民一人一人が、
今何をするべきなのか理解し、税に対しての関
心と日本を担っているという責任を持った納税
者であることが大事だと思いました。今よりもっ
と豊かに快適で安心して暮らせるそんな国にな
ることを願います。

税金の大切さ
　　　　　　　　　　　　　　

東京立正中学校　3年　高
たかはし

橋　陽
ひ か り

果里

　今まで私は税金と聞くとマイナスなイメージば
かり頭に浮かんでいました。そんな私が税金につ
いて初めて興味をもったきっかけは小学五年生の
時のことです。算数の授業が終わりふと教科書の
下の方に目がいきました。すると「この教科書は、
税金によって無償で支給されています。大切に使
いましょう。」と書かれていました。この時、初
めて税金にありがたみを感じました。
　また、この作文を書くのに興味をもった事があ
ります。それは「ふるさと納税」です。「ふるさ
と納税」とは、自分が応援したいと思う自治体に
寄付ができる仕組みです。寄付をすることで、地
域の貢献につながるだけではなく、地域の特産品
や名産品が、お礼の品として貰えるため、今では
多くの方が利用しているそうです。また、寄付金
の使い道が指定できるのも魅力の一つだそうで
す。
　私の家族も一度だけ「ふるさと納税」を利用し
たことがあります。東日本大震災で大きな被害を
うけた福島県に住んでいた親戚のために利用しま
した。その後、福島県の復興支援に役立つ事がで
き、また福島県の特産品の桃がお礼の品として届
きました。
　納税とは、税金を国に納める事をいい、日本人
は生まれながらに納税することを義務付けられて
います。そこで税金がなかったら、国や私達がど

　杉並納税貯蓄組合連合会・杉並税務署共催：中学生の『税についての作文』で栄えある令
和元年度【杉並法人会　会長賞】を受賞された　東京立正中学校　3年　高

たかはし

橋　陽
ひ か り

果里さん
の作品をご紹介いたします。

令和元年度　第53回　中学生の『税についての作文』
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　9 月 20 日（金）午後 5 時 30 分より、組織委員
会主催による「令和元年度ビジネス交流・組織
拡大推進大会」が、新東京会館で開催されました。
本年度は、124 社（うち新会員 29 社）、160 名（う
ち新会員 33 名）の会員が参加しました。

　第一部の開会にあたり渡邊会長より「本年度
の新会員獲得目標は三桁獲得、二桁純増、総会
員数 1700 社！」との目標発表があり、「本部役
員をはじめ全会員から新規加入企業や個人事業
主を募り、会員企業の輪をさらに広げていきま
しょう」との力強い挨拶がありました。また、
中尾組織委員長からも「前期・前々期と 100 件
以上の新規獲得、純増が続いており、深野前委
員長から大事なバトンを受け継ぎました。いい
流れを継続し今期も皆さんのお力をお借りして
是非目標達成に向け全力で取り組んでいきま
しょう」と参加者へ強い呼びかけがありました。
その後、来賓の青木杉並税務署長、田中区長よ
りご祝辞をいただきました。続いて昨年度獲得

基準をクリアした第 1・4・5 ブロックが表彰され、
厚生協力 3 社からは引き続き獲得協力宣言があり
ました。
　第二部の交流会は関根杉並税務署副署長の乾杯
の音頭で開宴され、参加者がそれぞれ多くの方々
と名刺交換や情報交換をされておりました。昨年
同様 100 社以上の参加での大規模交流会となり、
大いなる盛り上がりを見せました。最後に大村組
織担当副会長が中締めをし、参加者は会員増強の
更なる推進と強い連帯感を確認して大会は盛会裏
に終了しました。また、今回の交流会は J コムの
撮影があり、後日 J コムのデイリーニュースで交
流会の模様が放映されていました。
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第11回　納税街頭キャンペーン
　10月27日(日)午前10時より、納税への意識を高
めてもらうための「第11回杉並納税街頭キャン
ペーン」を、青梅街道沿いと阿佐谷パールセン
ター商店街で展開しました。当日は少し肌寒い陽
気でしたが天気は崩れることなく、なんとか持ち
こたえてくれました。
　街頭キャンペーンのスタートに先立ち、杉並区
役所前で主催者代表として吉田副区長と荻窪税務
連絡協議会の柴田会長の挨拶がありました。その
後、当会青年部会と女性部会のメンバーをはじ
め、杉並税務懇話会を構成する各団体の方々が色
とりどりの法被やジャンパー等に身を包み、パ
レードを開始しました。「たしかな納税・たしか
な社会・わがまち杉並」とスローガンが書かれた
横断幕やのぼり旗を立てながら、キャンペーンの
一団は納税関連グッズ入りマイバッグを配布し
て阿佐谷パールセンター商店街をJR阿佐ヶ谷駅
へ向けて行進しました。到着地点の阿佐ヶ谷駅南
口ロータリーで、青木杉並税務署長や髙栁杉並税
務懇話会会長の挨拶の後、杉並区立杉並第一小学
校のジュニアバンドの皆さんが素敵な演奏を披露

し、キャンペーンの意義付けに一役買ってくれま
した。
　このように子どもからお年寄りまで幅広い世代
が参加しての街頭キャンペーンを通して、杉並区
民の皆さん、仕事や観光、買い物でその場に居合
わせた多くの方々が、納税意識を高めると共に、
税金の正しい使われ方や国政や区政に対しての問
題意識を持つようになり、そうした動きが安心で
暮らしやすい社会づくりにつながれば・・・と願
いながら、私たち法人会の当事者も地域に向けて
さらなる納税への協力をアピールしていこうと考
えました。
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法人・団体・個人事業主名	 代表者氏名	 	 住　所	 業　種	 電　話	 ブロック

(同)ハオツァイ 斉藤　典夫 阿佐谷北2−13−2
    　阿佐ヶ谷北口駅前ビル2F 飲食 5356−8338    

東京海上日動あんしん生命㈱ 新村　将太 阿佐谷北4−24−11
    　ファミール阿佐ヶ谷ハイツ横川401 保険  

池野智洋税理士事務所 池野　智博 阿佐谷南1−14−20
    　ジャートアサガヤ301 税理士 6795−7150 
(公社)東京都宅地建物取引業協会  阿佐谷南1−15−6       1
杉並支部  小國　俊雄 第二熊倉ビル3F 宅建 3311−4937  
㈲味彩坊  西川　幸造 阿佐谷南1−34−13 飲食 5378−9585 

㈲成順  孫　　成順 阿佐谷南3−31−14  5347−2568    　モリタビルⅡ１F   

㈱山口商会 山口　啓介 阿佐谷南3−38−28
    　トキワビル１Fクロスウィング 看板 086−425−4511 

MOTHER FOREST 大竹　弓子 高円寺北2−17−4
    　New Riverビル301 リラクゼーション 4285−8115    

みどりすし 金丸　朋史 高円寺南3−49−5  3311−7127    　北一ビルA　みどり寿司 飲食      2 

ミュージック・パブ・オールディーズ 谷口　光二 高円寺南3−54−14
    　たちばな荘203 飲食 3314−6043 
   福嶋　唯雄 高円寺南3−2−4 コンサルティング      
   岩立　加恵 松ノ木3−14−1 不動産 3312−9270    3
杉並区議会議員 樋脇　　岳 高円寺南5−22−4
    　りーべすはうす202 政治       
奥村登記測量事務所 奥村　　忠 永福1−21−10 土地家屋調査士 3323−3431    
㈱ホンダカーズ東京中央永福店 岡村　孝二 永福4−17−6 自動車販売・整備 5376−0555    4
㈱ほうの木 朴

パク
　　志

チ ハ
夏 上高井戸1−8−3−1F 飲食 3304−8355 

   前山　直子 方南1−25−13 政治      

泉南町会長 山本　松江 和泉4−47−21
    　和泉マンション108 民生委員 3315−7059    5

青嶋宏税理士事務所 青嶋　　宏 渋谷区桜丘町13−9
    　クリエート桜丘センチュリー21−209 税理士 6809−0862 
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＜事務局より＞
初級簿記講座を開講しました

　今年度も14名の受講生を迎え、恒例の初級簿記
講座（区立産業商工会館）を6月からお盆までの
2ヶ月半、全10回にわたって実施しました。
　講師の本間先生によるわかりやすい解説のもと
で、受講生のみなさんがそれぞれの目標に向かっ
て熱心に学ばれていました。その中から、立野さ
んに受講の感想を頂きました。

初級簿記講座を終えて
　簿記の基礎をわかりやすく丁寧に教えていただ
きました。業務上必要に迫られて申し込んだもの
の「授業について行けるか」心配でしたが、テキ
ストにはない説明や先生の実体験に基づく解説
に、毎回「なるほど！」と目が開く思いでした。
たまに盛り込まれる余談も興味深くて、モチベー
ションもキープしやすかったです。
　一番嬉しかったのは、習いたての知識が日常業
務に“即”役立つこと！分からない事や初めての
事にぶつかっても「こうすれば良いのかな？」と
いう取っ掛かりが浮かぶようになり、思考が迷走

する回数が減って以前より手早く処理できるよう
になりました。
　手探り状態ながらも、受講前には感じ得なかっ
た手応えと心の余裕を持って経理実務をこなせる
ようになったのは、簿記はもとより数字も計算も
苦手な私には何よりの収穫。簿記そのものの仕組
みや構造を学べた本講座に感謝です！
　個別質問にも快く応じて下さった講師の本間先
生。そして、明るく親身に応対して下さった杉並
法人会スタッフの皆さん。ありがとうございまし
た。
　今後、難所を重点的におさらいできる短期集中
講座の開講を検討していただけたら嬉しいです。

立野　みゆき

富 士 産 業（株）
秦　　　正　男

E-Mail	:		fujisan3@syd.odn.ne.jp

静電植毛資材の販売／集塵機のメンテナンス

新会員紹介



14 ── 会員募集中です。（一言あなたのお口添えを）──

「親と子の悠々ホリデー in神奈川」
　8 月７日（水）、「親と子の悠々ホリデー」参加
者 28 人は渡邊会長のお見送りを頂き、目的地「宮
ケ瀬ダム」に向け“元気”に出発しました。
　最初の目玉行事は、「宮ケ瀬ダムの大放流」見
学です。放流前の時間を利用し、一行は「水とエ
ネルギー館」を見学し、クイズ形式の展示や、人
目をひきつけるアトラクション的な発電装置など
を、大人も子供も楽しく学ぶことができました。
ダムへの見学はエレベーターで１５６ｍも下るの
で、地下トンネルは冷気に包まれており、猛暑の
中思わぬ感動を味わえました。その後の 6 分にも
及ぶ大放流の迫力と流れ落ちる水しぶきの“ス
ピード”と迫力ある光景に全員が歓声を上げて食
い入るように見つめました。
　興奮の後に空腹を覚えたところで、待ちかねた

「炭火バーベキュー」です。思うように炭火が回
らないアクシデントがありましたが、全員が力を
合わせて団扇を扇いだことで、一気に一体感が高
まりました。たらふく焼き肉を味わい、冷えたビー

ルを流し込み大人が幸福感に浸っている間、子供
たちは「じゃぶじゃぶ池」で楽しく水遊びの時間
を過ごしました。途中、地元の有名ベーカリーで
お土産と翌日の朝食をどっさり買い込み、帰路に
就きました。
　英気を養えたことで、大人はまだまだ続く暑い
夏での仕事・会社経営への更なる意欲を高め、子
供の中には夏の想い出とともに自由研究の宿題も
片付けるヒントを得ることがました。
参加者全員出発時より“元気”になり、初参加の
人もまたの参加を希望した一日でした。
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「フードドライブのお手伝い」
　7月からフードドライブのお手伝い始め4カ月
が過ぎました。フードドライブとは、家庭で使
いきれない食品（未利用食品）を持ち寄り、地
域の福祉団体や施設などに寄付するボランティ
ア活動です。当会では会員の皆様から提供され
た食品を杉並区環境部にお届けするお手伝いを
しています。9月27日には全法連の澤田部長、
佐藤課長から取材を受け、区役所環境部に訪問
し、フードドライブの現況や「のこさずたべよ
う 3

サンマルイチマル
0 1 0 運動」（宴会のはじめ30分とおわ

り10分はお料理を味わう時間にする）の説明を
聞き、食品ロスの実態を勉強してきました。そ

の記事が全法連HPのリレーニュース【杉並区の 
「フードドライブ」 取組を支援】に掲載されて
います。当会のHPホームページにも掲載いたし
ました是非ご覧ください。
　また10月1日に日本初の食品ロスに関する法律
「食品ロス削減推進法」が施行され、国を挙げ
て食品ロス削減に向けて動いています。食品ロ
スは子どもの貧困と同様現代社会の大きな問題
です。今後も「フードドライブのお手伝い」に
ご協力お願いします！！

子ども食堂続報「秋のメニュー」
　法人会会員の由井営太郎さんが運営している
子ども食堂「わくわく食堂」。そこは毎月、元
気な子ども達で大盛況。お手伝いの私たちは汗
を拭きながら、子ども達に負けじとファイトを
出して、老体を励ましながら取り組んでいま
す。そして、いつの間にか疲れを忘れ、子ども
達の話に聞き入り一緒にボードゲームに興じて
います。
　9月は13日に開店。本日
は「中秋の名月」！！メ
ニューはキノコのたっぷり
混ぜご飯とポテトとカボ
チャのサラダに豚汁。デ
ザートにお月見のお手製み
たらし団子。スタッフや
由井店主から中秋の
名月にまつわる日本
古来の話に耳を傾け
た後、子供たちは元
気に「いただきま～
す」。
　10月は運動会シー
ズン。パワーをつけてもらおうと用意した特製
カレーライスをあっという間に完食。“世界で
一番カレーを食べる国日本”に納得！
　11月は具たくさん肉団子スープとかぼちゃの
煮つけ。家庭料理を子どもたちも嬉しそうにほ
おばる子供たちの姿が私たち関係者に活力を与
えてくれます。
　

ご　案　内
　わくわく食堂を運営す
る由井栄太郎さんが12
月12日　座・高円寺で
『知っている？杉並の
子ども食堂』と題する講
演会にパネルディスカッ
ションのパネラーとして
ご出演。
　子ども食堂について熱
く語っていただきます。
　講師は子ども食堂・子供の貧困問題の第一
人者・湯浅誠さん。
　是非、ご参加ください。
【お問合せ先】	杉並区社会福祉協議会地域
	 福祉推進係　03-5347-1017

ご協力いただいた主な食品

	 7	月	 お米20㎏・スナック菓子、あめ・パスタ
	 	 麺5㎏・缶入り保存パン
	 8	月	 海苔の詰め合わせ・お菓子・素麺・デ
	 	 ザート類・トマトソース缶・鯖缶
	 9	月	 日本そば・冷や麦・海苔・鯖、イワシの
	 	 缶詰
	10	月	 パスタ・トマト缶・稲庭うどん・日本そば・
	 	 お米5㎏・レトルトカレー50㎏
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　清掃活動の最後に区役所前で恒例の全員での記
念撮影をし、正午からは参加者同士による交流会
へ。地下鉄南阿佐ヶ谷駅近くのビストロ33で、ボ
リューミーなランチをいただきました。ボラン
ティア活動後においしいランチを味合えた上に、
会員との交流もできてとても得がたい体験ができ
ました。

　9月27日（金）午前11時から、法人会員有志 9 名
が参加して清掃活動に取り組みました。対象地域
はJR阿佐ヶ谷駅南口ロータリーから杉並区役所
間の中杉通りの歩道周辺で、およそ１時間かけて
ゴミ拾い活動をしました。
　今年の清掃は2回実施予定でしたが、東日本各
地に記録的な大雨をもたらした台風19号の影響で
中止となり、清掃活動は1回のみとなりました。
当日の清掃現場は9月9日に関東を直撃した台風15
号で吹き飛ばされた大量のゴミがやっと街から消
えつつある時期でしたが、いざ清掃に当たってみ
ると、街路樹の枝や落ち葉ゴミが植え込みの中に
いっぱい散乱していました。また、タバコの吸い
殻や空き缶やペットボトルが捨てられているのも
目立ち、中身が半分残ったタピオカミルクティの
カップを見た時は、今どきの流行を感じました。
駅前や商店街等の商業店舗密集地ではどのような
ごみ処理対策をとっているのか、どう清掃活動し
ているのかも体験してみたくなりました。

クリーン作戦　清掃活動クリーン作戦　清掃活動
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第6ブロック・優法会・青年部合同
秋季研修会

　令和元年 10 月 24 日（日）に中野サンプラザで、
第 6 ブロックと優法会・青年部合同による秋季研
修会を開催しました。

杉並税務署長の青木氏による、名護税務署の講話
を頂き、その後、小沢氏により、スマートフォン
での納税申告等の研修がありました。

練馬東青年部40周年記念祝賀会
　令和元年 10 月 23 日（水）にホテルカデンツァ
光が丘にて、練馬東青年部 40 周年記念祝賀会が
開催されました。当会より正副部会長の 4 名が出
席し、他単位会との交流を深める式典となりまし
た。

第33回　法人会全国青年の集い
大分大会

　令和元年 11 月 7 日・8 日に大分県高砂町の
iichiko 総合文化センターで「第 33 回法人会全国
青年の集い 大分大会」が開催され、当部会より
正副部会長、及び部会員の 8 名が参加しました。
　7 日にウェルカムパーティ、翌日 8 日に部会長
サミットが開かれました。8 日午後の式典では、
星の大会会長より開会が宣言された後、全国各局
連からノミネートされた 12 単位会による租税教
育プレゼンテーションの発表、表彰があり最優秀
賞には都城法人会が受賞されました。
　今回、初参加の部会員もおりましたが、全国大

東法連青連協第４ブロック
ゴルフコンペ

 　　　
　令和元年 10 月 3 日（木）
に 埼 玉 県 東 松 山 市 に あ

る高坂カントリークラブで第 4 ブロックチャリ
ティーゴルフコンペが開催されました。
　第 4 ブロックは、豊島、新宿、杉並、荻窪、板橋、
練馬東、練馬西、中野の 8 単会で構成され、当会
からは正副部会長、及び部員会の 13 名が参加し
ました。結果については、残念ながら 5 位に終わ
りました。
　来年は個人、団体ともに上位入賞を目指します
ので、青年部の皆様には奮ってご参加頂けますよ
うお願い致します。

高井戸センター祭り【税金教育】
　令和元年 10 月 6 日（日）に杉並区高井戸にあ
る高井戸区民センターにて行われたお祭りに出展
し、地域に住む子ども・親を対象にした租税教育
を行いました。
　当日は税務署の署員と、事務局と、正副部会員
あわせて 11 名が参加しました。子ども達と杉並
区長田中氏との質問交換などを始め、税金教育の
ビデオ、税金クイズなどを催し、訪れた 130 名前
後の子ども達と和気あいあいと交流をしました。

　来年も地域の子ども達に向けた税金教育を企画
しますので、部会員の皆様にはご協力いただけま
すよう、お願いいたします。

東法連青連協懇親ゴルフコンペ
　令和元年 10 月 8 日 ( 火 ) に埼玉県東松山市の
高坂カントリークラブで都内全ブロック合同によ
る懇親ゴルフコンペが開催されました。当会から
は、正副部会長及び部会員の 6 名が参加しました。
個人の部において、橋本さんが第 7 位入賞と奮闘
しました。



リーで東法連第 4、第 6 ブロックのメンバーと、
女優の佐藤奈緒美さんによる合同広報活動（法人
会、税務関連のチラシ等を頒布）が実施され、当
部会より副部会長 2 名が参加しました。

【今後の予定】
◎	 東法連青連協第4ブロックボーリング
	 大会・懇親会
	 	 日時：令和元年 11 月 29 日（金）

	 	 場所：池袋ロサボウル

	 	 時間：18 時～ 22 時

◎	 杉並法人会青年部会・荻窪法人会青年
	 部会・東京商工会議所杉並支部青年部
	 合同忘年会
	 	 日時：令和元年 12 月 3 日（火）

	 	 場所：荻窪タウンセブン 8階会議室

	 	 時間：18 時 30 分～

	 	 会費：8,000 円

◎	 杉並法人会青年部会　賀詞交歓会
	 	 日時：令和 2年 2月 5日（水）

	 	 場所：マッシモッタヴィオ（杉並区永福

	 	 　　　4-4-4	永福町ファイブビル）

	 	 時間：未定

	 	 会費：未定
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会の独特の雰囲気を味わえたことと思われます。
　来年は鳥取・島根県で開催される予定です。
　部会員の皆様の参加をお待ちしています。

東京法人会連合会　山手線一周
税務広報活動（協賛イベント）

令和元年 11 月 12 日 ( 火 ) に、新宿駅西口ロータ

2分の1サイズ広告　　177×128　ミリ

創立60年を機に、社名変更いたしました。

当社は、関東圏内に６センター、2営業所を構える
低温流通食品の取り扱いに特化した総合物流企業でござ
います。
首都圏を網羅するアクセス至便な場所に、24時間、
365日入出庫可能な3温度帯管理の物流センターを構え、
約200台に及ぶ2層式保冷車による配送を行っております。

事業案内

▶ 冷蔵・冷凍倉庫での保管・在庫管理サービス
▶ 流通加工サービス
▶ 輸配送サービス

お問い合わせ先

〒168-0073
東京都杉並区下高井戸5丁目4-45
代表電話  03-3302-0656
FAX 03-3302-7366
http://www.takaido.co.jp
e-mail  info-t@takaido.co.jp

TAKAIDOクールフロー株式会社

創立60年を機に、社名変更いたしました。

当社は、関東圏内に６センター、2営業所を構える
低温流通食品の取り扱いに特化した総合物流企業でござ
います。
首都圏を網羅するアクセス至便な場所に、24時間、
365日入出庫可能な3温度帯管理の物流センターを構え、
約200台に及ぶ2層式保冷車による配送を行っております。

事業案内

▶ 冷蔵・冷凍倉庫での保管・在庫管理サービス
▶ 流通加工サービス
▶ 輸配送サービス

お問い合わせ先

〒168-0073
東京都杉並区下高井戸5丁目4-45
代表電話  03-3302-0656
FAX 03-3302-7366
http://www.takaido.co.jp
e-mail  info-t@takaido.co.jp

TAKAIDOクールフロー株式会社
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初秋研修会を開催しました
　10月23日（水）午後5時
から女性部会では初秋研

修会を新東京会館で開きました。出席くださった
方は、杉並税務署から青木署長、小澤第一統括
官、清水上席国税調査官の方々で、当会からは渡
邊会長、笠井専務理事、原田部会長はじめ33名が
出席しました。
　研修会では青木署長による
「沖縄勤務で学んだこと」と
題した講話があり、スライド
を表示しながら地方勤務の大
変さ、沖縄県ならではのでき
ごとなど、実体験を通して実

感のこもったお話しをしてくださいました。
　その後は恒例の懇談会となり、新部会員2名の
紹介や昨年度の絵はがきコンクール優秀作品の展
示、秋のおいしい料理を味わうと共に部会員同士
の更なる交流がはかれました。
　渡邊会長からは「法人会の仲間をもっと増やし
活発な交流と女性部会の事業のさらなる発展を共
にがんばりましょう」という趣旨の挨拶があり、
出席者全員での恒例記念撮影をして散会となりま
した。

『ワイン研修会』を開催
　令和元年11月19日、酒
販部会と東京小売酒販組

合杉並支部との共催で「ワイン研修会」を行ない
ました（於、渡辺建設㈱ホール）。来賓に杉並税
務署・清水恭一上席、神田税務署・川田高裕酒類
指導官を迎え、一般、法人会、酒販組合員、総勢
32名が参加しました。
　講師の小林義明氏（㈲小林商店）によるワイン
の研修は、「ワインラベルの読み解き方」「テイ
スティング」「日本と海外の生産コストの比較」
等をトピックにした、充実の内容。特に、「ブド
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ウが育つ土壌によっては同じ品種でもワインの味
に違いが出る」など、一般人にはなかなか知られ
ていない知識の数々に、ワインの世界の奥深さを
実感する機会となりました。その後は質問や意見
交換の場に移り、軽食とともに日本酒の提供（湊
酒販）も……。目前に迫ったボジョレ・ヌーボー
解禁の話題で盛り上がりながら、終始和やかな懇
親の輪が広がりました。

第２ブロック研修旅行
　10月17日（水）21人が参加して第2ブロックの
秋の研修を行いました。今回の目的は税金がどの

ように公共事業に活用されているかを学び、実際
にその様子を見学することです。
　高円寺を出発した一行は、まず車中で正しい納
税についてのビデオ学習したのち、83年間、東京
の台所として栄えた築地へ。現在では2020年にオ
リンピック移送の拠点となるため、市場での建物
は解体の中でしたが、場外の飲食店街はまだまだ
活気に溢れ朝から外国人観光客でにぎわっていま
した。次に豊洲市場へ行き、東京都職員さんに館
内の案内をして頂きました。
　最新の設備、徹底した衛生管理に一同感心しま
した。数日前の台風19号により被災したため船着
き場が変更となり、お台場公園へ。視察船からオ
リンピック会場を見学。トライアスロン、水泳、
バレーボール、カヌー、ボート、馬術などが予定
されているとのこと。また、最大級の豪華客船が
入港できる大桟橋建設現場なども見ることがで
き、オリンピックをきっかけにさらに開け行く東
京の姿を目にした感じがしました。
　東京に住んでいてもなかなか知る事の無い情報
や取り組みを改めて知ることができ、有意義な研
修となりました。
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られる熱戦に想いを馳せました。オリンピック
後は、一般の方も利用できると伺い、再度、個
人的に訪れようと思いました。
　選手村はオリンピック終了後、一般の方に売
却するというニュースを聞いていましたが、ま
だ、2次募集、3次募集があるようです。室内は
解放感のある高層マンションだけに、興味のあ
る方は、問い合わせてみたらいかがでしょう。
懇談会は、新宿「がんこ山野愛子邸」でたくさ
んの料理とお酒を頂き、参加者一同喜び溢れる
ひと時を過ごすことができました。

第5ブロック秋季視察研修会
　10月17日（木）午前9時より、ブロック会員、
一般の方合わせて38名が参加して第5ブロック秋
季視察研修会を開催しました。研修内容は、地
方独立行政法人都立産業技術研究センター（江
東区）以下都産技研などの見学、東京オリン
ピック2020大会競技会場視察、日本オリンピッ
クミュージアム（新宿区）見学そして税務研修
です。
　方南町駅前よりバスに乗車した一行は、最初
の目的地へ。都産技研では研究開発・製品開発
支援・技術支援などを見学。製品開発支援の実
証実験セクターでは、各企業が開発した製品の

第３ブロック秋季視察研修会
　11月8日（金）、第3ブロックでは15人が参加し
て来年に控えた東京オリンピック競技場などの
見学を行いました。
　新高円寺駅前を午後にスタートした一行はバ
スの車中で税金に関するDVDによる学習をし、
爽やかな声のプロのガイドの案内を耳にしなが
ら、新国立競技場、有明テニスの森、有明体操
競技場、有明アリーナと回りました。外観は、
ほぼ完成しているところがほとんどでした。
「競泳」「飛び込み」が行われる東京アクア
ティクスセンターでは、バスから降りて、東京
都職員さんの説明を聞きながら、来年繰り広げ
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当ブロック長からも関係者としての説明があり
ました。
　昼食後、あいにくの雨模様の中でしたが、新
国立競技場の横にできた新施設、日本オリン
ピックミュージアムを見学、1階はウエルカムエ
リア（無料）、2階のエキシビジョンエリア（有
料）を見学、1964年の東京オリンピックの制服
ブレザーや聖火運搬ランプなどがあり、オリン
ピック選手の動きを体験したりして、オリン
ピックを知る・感じる・挑戦する体験ができま
した。また、移動中の車内での国税庁のDVDを
使った税務研修では、誰にでもわかりやすい内
容とあって、参加者からは小中学生や若手の社
会人にも見せたいと好評を博しました。

耐久テスト、過酷環境での安全性・信頼性の検
証などが行える精密機器の貸出しを行ってお
り、一企業では行うことが困難な製品評価が行
える場所で、産業を担う東京の中小企業を科学
技術で支える強い味方となっていることを学
び、ここで開発、商品化された物の展示や評価
機器、装置等を見学できました。
　その後、東京大会の建設中の選手村へ、まだ
建設中のため、晴海客船ターミナルからの視察
となり、14階から18階建ての21棟はさすがに壮
観でした。移動の車中からは有明テニスの森、
有明体操競技場（仮設）、有明アリーナ（恒
久）、有明アーバンスポーツパーク（建設中）、
有明地区の既存施設のほか、仮設施設などを見
学、建設中の東京アクアティクスセンターでは
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28 ── 会員募集中です。（一言あなたのお口添えを）──

杉並・高井戸警察署からのお知らせ
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《おかげさまで創業６８年》

　　　新築からリフォームまで
《おかげさまで創業６８年》

　　　新築からリフォームまで

※毎年 11 月に創業年度更新
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年末年始における窓口業務のご案内
都税事務所・都税支所・支庁、都税総合事務センター・自動車税
事務所での都税の申告・納税・証明等の事務の取扱いは、年末は
12月2７日（金）まで、年始は1月６日（月）からとなります。
　12月2８日（土）から1月５日（日）までの間に申告書・申請書を提出する場合は、
　都税事務所・都税支所などに設置している「申告書等受箱」をご利用ください。

　地方法人課税における財源の偏在を是正する新たな措置として、特別法人事業税が
創設されました。
　令和元年１０月１日以後に開始する事業年度から、地方法人特別税が廃止され、特
別法人事業税の申告納付が必要になります。特別法人事業税は、地方法人特別税と同
様に法人事業税の一部を分離して創設されるものですので、この改正により各法人の
税負担が増えることはありません。

特別法人事業税の創設に伴い、令和元年１０月１日以後に開始する事業年度から、
法人事業税（所得割・収入割）の税率が変更されます。
　　　　　　　　　　　　　　　
　　詳しくは、主税局ホームページをご覧ください。
　　　http://www.tax.metro.tokyo.jp/

申告・納付方法	 特別法人事業税は、法人事業税・都民税と同一の申告書・納付書により、
	 都道府県に申告納付します。
適　用　時　期	 令和元年１０月１日以後開始する事業年度

課　税　標　準	 基準法人所得割額、基準法人収入割額
	 （標準税率により計算した法人事業税の所得割額・収入割額）

税　　　　　率	 	
	 	
	 	 	 ※１　資本金の額（又は出資金の額）が1億円を超える普通法人　　
	 	 	 ※２　協同組合、信用金庫、医療法人など

特別法人事業税が創設されました
〜令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます〜
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　2019年10月から地方税共通納税システムが稼働し、ｅＬＴＡＸ電子納税がさらに便利にな
りました。これまでのインターネットバンキング等での納付に加えて、事前に登録した口座
から引き落としができるダイレクト納付が出来るようになりました。さらに、全国の自治体
に一括で納付することが可能です。

詳細はｅＬＴＡＸホームページをご確認ください。
　　https://www.eltax.lta.go.jp

	 eLTAX	HP

杉並都税事務所

2019年10月から

地方税共通納税システムがスタート！！
〜 全国の地方公共団体へ一括して納付可能 〜

取扱税目
◯法人事業税・法人都民税・特別法人事業税／地方法人特別税
◯事業所税　◯個人住民税（特別徴収分、退職所得分）

ｅＬＴＡＸ電子納税がさらに便利になりました

●ダイレクト納付が実現！！

事前に登録した金融機関口座から指
定した期日に税額を引き落とすこと
ができる納付方法です。

	税理士の方など代理人による
	納付手続きができます！！

●全国の自治体に一括電子納付！！

個人住民税（特別徴収分）や法人二税
などが複数の地方公共団体に対して、
一度の操作で電子的に納税できます。

納付事務の負担が軽減されます！！
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◆◆◆ 杉並消防署からのお知らせ ◆◆◆
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◎1 月に開催が予定されている説明会

◎2 月に開催が予定されている説明会

◎3 月に開催が予定されている説明会

　

　はじめに、相次ぐ台風15号、19号などで被災され
た皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
　令和元年秋に生じた数々の出来事は、私たちの
記憶に長く残るのではないでしょうか。大型台風に
よる河川の氾濫、ラグビーワールドカップの日本開
催、そして天皇陛下即位の礼の式典。
　ラグビーワールドカップでは、日本のチームの大
活躍によって、多くの人がにわかラグビーファンに
なったのではないでしょうか。大きな身体の選手た
ちの、タックルとスクラムは、テレビ画面から肉体同
志がぶつかり合うガツンと言う音が聞こえる感じが
しましたし、小柄な選手がトライするシーンでは、テ
レビ画面から汗が吹き出してくる気がしました。久
しぶりに、わくわくしながらテレビに見入っていまし
た。試合に負けたカナダ選手たちが、ボランテイア

で、被災地での片づけを手伝ってくれたニュースに
も感動しました。
　また天皇陛下即位の式典パレードなどからは日
本の希望、復興、再生を私たちの胸に抱かせる力に
あふれていました。
　また、台風によって多くの河川が氾濫した中で注
目を集めたのは、東京都が氾濫対策として神田川
や目黒川などの流域に整備した地下調節池２１か
所がうまく機能して、大規模な被害が出なかったこ
とです。来年以降も、今年と同じような大型台風が
来るとの予測もあるようです。私たちが納めた税金
を、うまく予算配分して、全国的に調節池等の整備
が行われ、河川の氾濫効果を高めてもらいたいと
願わずにはいられません。
　どうか来年は、自然災害が少ない年でありますよ
うに。

大熊　康司

編 集 後 記

	　説明会の名称　	　　日　　時	 			場　　所		 　　講　　師	 　　　内　　　　　　　容
　　　　　　　 1月23日（木）   税理士 申告と決算の基礎知識
 決算法人説明会　	

午後2時～4時30分 
産業商工会館

　 杉並税務署担当官
 法人税・源泉所得税の改正点と

　　　　　　　　　    　　　　　　　  　　　　　　　チェックポイント

	法人税申告書 	 	1月29日（水）・30日（木） 
産業商工会館

 杉並税務署 法 人 税 の 基 礎 と
 作　成　講　座	 午後1時～4時30分 　　 　　　　審理担当官 　　申 告 書 の 書 き 方 　 全 ２ 回

	　説明会の名称　	　　日　　時	 			場　　所		 　　講　　師	 　　　内　　　　　　　容
 　　　　　　　 2月4日（火）   税理士 申告と決算の基礎知識
 決算法人説明会　	

午後2時～4時30分 
産業商工会館

 杉並税務署担当官
 法人税・源泉所得税の改正点と

　　　　　　　　　    　　　　  　　　　　　　チェックポイント

  2月7日（金） 　 税理士 会社の誕生と税金について
 新設法人説明会	

午後1時30分～4時30分 
産業商工会館

 杉並税務署担当官
 消費税・法人税・源泉所得税

   　　　 　　　　　 　　　　　　  　　　　　　　　　　の基礎知識

	　説明会の名称　	　　日　　時	 			場　　所		 　　講　　師	 　　　内　　　　　　　容
 　　　　　　　 3月19日（木）  　 税理士 申告と決算の基礎知識
 決算法人説明会　

	午後2時～4時30分　 
産業商工会館

 杉並税務署担当官
 法人税・源泉所得税の改正点と

　　　　　　　　　     　　　 　　　　　　　  　　　　　チェックポイント
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